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2023年12月12日 
株主各位 

会 社 名 ビ ジ ネ ス コ ー チ 株 式 会 社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  細 川  馨 

(コード番号  9 5 6 2、東証グロース市場 ) 

問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 鈴木 孝雄 

(TEL.03－3528－0822) 

 

「第19回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 
 
 2023年12月３日付にて電子提供措置を開始しました当社「第19回定時株主総会招集ご通知」の記載内
容の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲
載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。 
 なお、訂正箇所は、網掛けで表示しております。 
 

記 
 
１．訂正箇所 

① 第19回定時株主総会招集ご通知 ５頁 
 第２号議案 定款一部変更の件 ２．変更の内容 

② 第19回定時株主総会招集ご通知 45頁 
 独立監査人の監査報告書 

 
２．訂正内容 
 
①【訂正前】 

２．変更の内容 

   変更の内容は次のとおりであります。 

                                 （下線部分は変更箇所） 

現行定款 変更案 

第１条～第３５条 （条文省略） 
 

（新設） 
（新設） 

 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 

第１条～第３５条 （現行どおり）  
 

第６章 会計監査人 
（選任方法） 
第３６条 当会社の会計監査人は、株主総会に
おいて選任する。 
 
（会計監査人の任期） 
第３７条 会計監査人の任期は、選任後１年以
内に終了する事業年度のうち、最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。 
２）前項の定時株主総会において別段の決議が
なされなかったときは、当該定時株主総会にお
いて再任されたものとみなす。 
 
（報酬等） 
第３８条 会計監査人の報酬は、代表取締役が
監査役会の同意を得て定める。 
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（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第６章 計 算 

 
第３６条～第３９条 （条文省略） 

（会計監査人の責任免除） 
第３９条 当会社は、会社法第 426 条第１項の
規定により、同法第423条第１項の会計監査人
（会計監査人であった者を含む。）損害賠償責
任を法令の限度において、取締役会の決議によ
って免除できるものとする。 
 ２）当会社は、会社法第 427 条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令が規定する額とする。 
 

第７章 計 算 
 
第４０条～第４３条 （現行どおり） 
 

 
【訂正後】 

２．変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 

                                 （下線部分は変更箇所） 

現行定款 変更案 

第１条～第３５条 （条文省略） 
 

（新設） 
（新設） 

 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第６章 計 算 
 
第３６条～第３９条 （条文省略） 

第１条～第３５条 （現行どおり）  
 

第６章 会計監査人 
（選任方法） 
第３６条 会計監査人は、株主総会において選
任する。 
 
（任期） 
第３７条 会計監査人の任期は、選任後１年以
内に終了する事業年度のうち、最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。 
２）前項の定時株主総会において別段の決議が
なされなかったときは、当該定時株主総会にお
いて再任されたものとみなす。 
 
（報酬等） 
第３８条 会計監査人の報酬等は、代表取締役
が監査役会の同意を得て定める。 
 
（会計監査人の責任免除） 
第３９条 当会社は、会社法第 426 条第１項の
規定により、任務を怠ったことによる会計監査
人（会計監査人であった者を含む。）の損害賠
償責任を法令の限度において、取締役会の決議
によって免除できるものとする。 
 ２）当会社は、会社法第 427 条第１項の規定
により、会計監査人との間に、任務を怠ったこ
とによる損害賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。ただし、当該契約に基づく責
任の限度額は、法令が規定する最低限度額とす
る。 
 
 

第７章 計 算 
 
第４０条～第４３条 （現行どおり） 
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②【訂正前】 
会計監査人監査報告書 
 
 

独立監査人の監査報告書 
2023年11月30日 

ビジネスコーチ株式会社 

取締役会 御中 

 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 
東京事務所 

 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 三 浦   太   

指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 新 居 伸 浩   

 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ビジネスコーチ株式会社の2022年10月１日か
ら2023年９月30日までの第19期事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。 

 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。 

 
強調事項 
 重要な後発事象に関する注記 に記載されているとおり、 会社は、2023年７月18日開催の取締役会におい
て、株式会社購買Designの株式を50.2%取得して、子会社化することについて決議し、同年10月２日に株式
を取得し子会社化している 。 
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。 

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判



―4― 

断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 
【訂正後】 
会計監査人監査報告書 
 
 

独立監査人の監査報告書 
2023年11月30日 

ビジネスコーチ株式会社 

取締役会 御中 

 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 
東京事務所 

 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 三 浦   太   

指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 新 居 伸 浩   

 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ビジネスコーチ株式会社の2022年10月１日か
ら2023年９月30日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。 

 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。 
 
強調事項 
 重要な後発事象に関する注記 に記載されているとおり、 会社は、2023年７月18日開催の取締役会におい
て、株式会社購買Designの株式を50.2%取得して、子会社化することについて決議し、同年10月２日に株式
を取得し子会社化している 。 
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 
 
その他の記載内容 
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 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
 

 
以上 

 


